
1�平成 22 年度　広報おおさき　10 月号

まちからのお知らせ，生活に関する制度について ホットライン

みんなで支える介護保険　No94
■問い合わせ　保健福祉課　介護保険係　☎476-1111（136）

大崎町の医療費
■問い合わせ　保健福祉課　国民健康保険係　☎476-1111（135）

区　　　分 診　療　年　月
国民健康保険

一　　般　　分 退　職　者　分 合　　　　　計

被保険者数
平成 22 年 5 月 4,971 人 264 人 5,235 人
平成 21 年 5 月 5,217 人 219 人 5,436 人

医療費総額
平成 22 年 5 月 123,455,459 円 6,215,627 円 129,671,086 円
平成 21 年 5 月 142,306,267 円 846,940 円 143,153,207 円

一 人 当 た り
医 療 費

平成 22 年 5 月 24,835 円 23,544 円 24,770 円
平成 21 年 5 月 27,277 円 3,867 円 26,334 円

平成２2年度	 	 	 　

国保

介護

第 1 号被保険者（６５歳以上の人） 4,767 人 平成 22 年 7 月
末日現在要介護（支援）認定者 853 人

給
付
実
績

在宅介護サービス費  32,599,116 円
平成 22 年 6 月

の給付実績
施設介護サービス費   51,994,688 円
その他（介護予防サービス費も含む）  24,906,221 円
介護サービス費　　　合計 109,500,025 円

介護保険事業の実績についての報告（利用者の１割負担を除いた大崎町の支払い分）

◆福祉用具購入費の支給について

　福祉用具は，原則としてレンタルですが，排せつや入浴に使われる特定福祉用具は，貸与になじま
ないため販売となります。下表の用具を購入した場合は，購入費が支給されます。

　福祉用具は，指定された事業者から購入した場合のみ福祉用具購入費が支給されます。ケアマネ
ジャーなどを通じて購入し，いったん利用者が全額を負担します。後日，領収書などを添えて町に申
請すると，年度内で 10 万円を上限に購入費の９割（１割は自己負担）が支給されます。

● 平成 22 年４月～８月の福祉用具購入の申請状況

平成22年度高齢者実態調査について
■問い合わせ　保健福祉課　高齢者福祉係　☎476-1111（143）

　介護保険事業計画及び老人福祉計画は , 介護保険サービス及び地域支援事業を円滑に実施するための計画
で , 必要なサービスの内容や必要量を把握して介護保険サービス提供体制を整えることなどを定めるもので
す。この計画は介護保険法第 117 条で 3年毎に見直すことになっています。この計画策定の基礎資料とする
ために既存データでは得られない高齢者の方の実態や意識・意向を抽出により実態調査を実施いたします。
　11 月に調査を行ないますので , ご協力をお願いいたします。

福祉

販売の対象となる用具
●腰掛け便座 ●入浴補助用具
●特殊尿器 ●簡易浴槽 ●移動用リフトのつり具

●大崎町の介護保険事業の報告

購入の方法

福祉用具の種類 件　数 購入費総額
シャワーチェア 1� 件 �08,0�0 円

ポータブルトイレ 　9 件 �10,1�0 円
浴　槽　台 　� 件 　��,000 円

計 �� 件 ��1,160 円


